
日本くすりと糖尿病学会倫理審査受審判断フローチャート

本フローチャートの使用目的

本フローは会員が本学会学術雑誌への投稿時、学術集会演題発表時に、
倫理審査の必要性について判断の参考とするために作成した。

本フローの使い方

本学会の倫理規定および厚生労働省作成の「人を対象とする生命科学・
医学系研究に関する倫理指針」などを熟読し、フローに沿って倫理審査
の必要性についてを判断する。なお判断に迷う場合は倫理審査受審機関
へ審査の是非を確認する。

※なお本学会では倫理審査機関を持たないため、倫理審査先は所属機関、
大学、薬剤師会、病院薬剤師会などに確認してください。

また本学会HPに参考情報を掲載しています。

参考情報掲載先

（https://jpds.or.jp/?p=2744）



人（情報や患者から得られる試料）を対象とする
医学・薬学に関連した研究か

多施設共同研究か

介入を伴う研究か（その介入は通常の診療の範囲を超えるか。投薬や検査を実施する場合
はもちろんのこと、服薬指導の強化や、患者群の割付などを実施した場合も含む。）
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くすりと糖尿病学会 倫理規定に基づく研究倫理審査受審判断フロー

以下にひとつでも該当するか
・通常の診療の範囲では得られない情報を扱う
・遺伝子情報を含む
・個人情報が匿名化されていない
・患者の同意は得られていない
・統計解析ができる（または解析が適切な）症例数か

自施設の規定に基づき、
倫理審査機関に相談し倫
理審査の要否を確認する

アンケートの内容が心理的
負担とならない内容か
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